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平成 24年度 事業計画

我が国の建設業界を取り巻く環境は、長年に亘る公共投資の縮減、景気

低迷に伴う民間建設投資の縮小により、建設需要が減少の一途を辿り、需

給バランスが崩れ、競争の激化による受注価格の低下等により産業全体と

して、かってない厳しい状況に直面しています。

三重県においても全国と同様の傾向を示しており、当協会会員企業の倒

産、廃業が後を絶たず、このまま推移すれば、地域における雇用を支え、

地域の安全・安心を守るという当協会の使命が全うできなくなるのではと

危惧しているところであります。

この窮状を打破するため、平成 23年度には三重県と共働して「三重県建

設産業活性化プラン」を作成したところです。この活性化プランでは「技

術力」「地域貢献」「経営力」を３つのキーワードとし、未来に存続できる

経営力（財務基盤）を身につけ、高い技術力を保持し質の高い社会資本整

備の担い手として活動し、地域貢献活動を通じて地域に必要とされる建設

業を目指すことによって、建設産業の再生に向けて取り組むこととしてい

ます。

特に、地域貢献活動は当協会の大きな使命の一つであると認識しており、

地震・津波・風水害或いは家畜伝染病発生等の緊急時においては、地域住

民の安全・安心を守るために、当協会の組織力を最大限に活用し、必要な

資・機材や人員を素早く確保する、「災害情報共有システム」の構築に取り

組むこととしています。

また、会員企業がこのような社会貢献活動を積極的に行っていることと

合せ、社会資本整備の重要性を広く県民の皆さんに知っていただけるよう

広報活動を実施すると共に、関係機関に対し会員企業が評価されるよう要

望活動を行ってまいります。

今後とも当協会の会員企業であることが誇りと思えるような諸活動に積

極的に取り組んでまいります。
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Ⅰ．要望活動等への取り組み

１、建設工事量の確保

わが国の経済不況を打破するためには内需を拡大させ、個人消費を拡大

させることが重要です。わが国経済の活力を回復させるためには地域経済

の発展基盤である社会資本整備の推進に重点を置いた政策が重要です。安

全で真に豊さが実感できる社会を構築するため社会資本整備に対する財政

措置が積極的に講じられるよう関係機関に対し積極的な提言・要望を実施

してまいります。

２、適正な入札・契約制度の実現

三重県における入札・契約制度が建設業界の実状を的確に反映したもの

となるよう要望してまいります。

（１）各発注機関に対し受注者が適正な利益を確保し、持続的経営が可能

となるようダンピング対策を含めた入札・契約制度の更なる改善を要望

してまいります。

（２）「総合評価落札方式」における入札事務の期間短縮と技術力が的確に

評価されるよう要望を行うとともに、ペーパーカンパニー等の不良不適

格業者が排除されるような入札制度のあり方についても要望してまいり

ます。

（３）各発注機関における適正な予定価格及び工期の設定は受注者の経営

に大きく影響を与えることから、これらの適正な設定がなされるよう各

発注機関に対し要望してまいります。

３、行政制度に対する提言

（１）建設業許可審査の厳正化の推進

建設業界の正常化をはかるためには、まず建設業許可審査時における

厳正な審査による不良・不適格業者の排除が必須条件であります。この

ため許可行政機関に対し厳正な審査が為されるよう積極的に要請してま

いります。

（２）技術者制度のあり方と適正な運用の実施

技術者専任制度等について CORINSの登録データを活用されるよう市

・町ほか各発注機関に要望してまいります。

４、適正な積算等

発注者に対して、建設資機材の適正な価格での積算及び建設副産物の適
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正処理にかかる条件明示と適正費用での積算を要望してまいります。

Ⅱ．建設業の生産性の向上等、自助努力への取り組み

１、三重県建設産業活性化プランの取組

「技術力」「地域貢献」「経営力」の３つのキーワードに対応する取組に

対して、当協会として建設産業の活性化に向けての取り組みを行います。

２、建設工事にかかる労働災害防止のための安全対策

重大建設災害防止と安全意識の徹底を図るとともに、建設業労働災害防

止協会が行う労働災害防止活動に協力し、労働災害の撲滅のため積極的に

取り組みます。

３、法定外労災補償制度ならびに第三者賠償事故包括補償制度の加入促進

労働災害に対する補償は政府の所管する労働保険では十分な補償とはい

えず、民事損害賠償訴訟に発展する事例が激増しています。また、工事現

場において第三者の身体や財物に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責

任を負担しなければならない事例も多く見られるようになりました。この

ような事故に対し労働者の福祉向上ならびに企業防衛の観点から労災保険

の上乗せ給付を行う法定外労災補償制度、第三者に対する損害賠償事故を

補償する第三者賠償事故包括補償制度への加入促進に積極的に取り組みま

す。

４、建設副産物の有効利用と建設廃棄物処理対策の推進

建設副産物の発生抑制、リサイクル、適正処理の方策を検討するととも

に、適正な処理委託契約と建設系廃棄物マニュフェストの普及・活用を推

進します。

Ⅲ．人を大切にする建設業をめざす取り組み

１、雇用・労働条件改善の推進

（１）建設従事者の雇用・労働条件の一層の向上を図るため賃金台帳、就

業規則の整備を促進します。

（２）加入が義務付けられている健康保険、厚生年金保険、労働保険、雇

用保険はもとより、これを補完する建設業厚生年金基金、建設業退職金

共済制度、法定外労災補償制度などへの加入を促進します。
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（３）各種助成金の有効活用を推進します。

（４）現場施設、安全で快適な職場環境づくりと女性や高齢者にも活用で

きる職場環境整備のための普及活動を推進します。

２、人材確保等に係る対策の強化・推進

（１）教育機関等と連携を密に建設現場見学会を開催し、生徒・教師に建

設現場での作業の実態や最新の技術等を紹介し建設業への理解を増進し

ます。

また、インターンシップ（就業体験）を積極的に実施するとともに、

建設業界から知識と経験を備えた者を講師として教育機関に派遣できる

ような体制作りを推進します。

（２）若年建設従事者入職促進協議会を通じ、教育関係者等との情報・意

見交換会を実施し、建設業に対する理解を深め、入職者の促進を図りま

す。

（３）技術者の地位向上を図るため、優秀施工者（建設マスター）など顕

彰制度の普及拡大を推進します。

（４）建設産業人材確保・育成推進協議会会議に参加し、各県の若年労働

者の確保・育成の取り組み等、情報・方策の共有化をはかります。

３、建退共制度への取り組み

建設業退職金共済制度は建設従事者の福祉の増進と雇用の安定をはか

り、ひいては、建設業の振興と発展に役立てることを目的とした制度です。

当協会は建設業退職金共済事業本部において三重県支部と位置づけされ

ていることから建設業退職金共済事業の推進に努め、契約者・被共済者に

対するサービスの向上ならびに退職金共済業務の効率的な運営に積極的に

取り組みます。

（１）未加入者の加入促進と加入者の履行の確保

（２）建退共業務の効率的な運営

（３）退職金支払業務の推進

Ⅳ．研修会・講習会の開催

１、講習会・研修会の開催

一般社団法人三重県建設業協会の会員が建設業法など法令遵守の徹底・

違法行為の防止、CALS/ECへの対応、さらには会員企業に従事する従業員の

資格取得を応援する講習会・研修会を開催します。

（１）建設業法など法令に関する研修会
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（２）建設業適正取引に関する講習会

（３）建設業経営講習会

（４）土木技術者実務講習会

（５）１・２級 土木施工管理技士 受験対策講習会

（６）１・２級 建設業経理士 受験対策講習会

（７）３・４級 建設業経理事務士 特別研修

（８）電子入札・電子納品に関連する研修会

（９）その他必用な講習会・研修会

２、不良・不適格業者及び暴力団等の徹底排除の推進

（１）暴力団等不良・不適格業者排除の一層の徹底を図るため、(公財)三

重県暴力追放県民センターとの連携を一層密にし暴力団排除の連絡監視

体制を強化するとともに暴力行為への対応などについての研修会を開催

します。

（２）「三重県暴力団排除条例」が平成 23年 4月 1日に施工されます。こ

の条例の趣旨を理解し、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力し

ます。

Ⅴ．調査・研究・情報収集の実施

１、調査・研究活動

建設業界の実情を把握し、経営の改善や技術の向上に資するため各種調

査・研究を行います

（１）建設業関係法令等

（２）各常置委員会が所轄する事項

（３）工事積算・施工管理等

（４）建設副産物・建設廃棄物対策等

（５）下請セーフティネット債務保証事業への取り組み

（６）一般社団法人三重県建設業協会の事業達成のために必要な調査・研

究等

２、情報収集活動

国土交通省、三重県等が進めている CALS/ECへの対応を図るため、

継続して情報収集を行います。

また、建設業の IT化、情報化への対応を進めるため、一般社団法人全

国建設業協会と各都道府県建設業協会間のネットワーク化に協力すると
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ともに、当協会イントラネットである「建協ねっと」を積極的に運用し、

迅速な情報提供と協会業務の効率的な運用並びに会員企業の業務の効率

化が推進されるよう積極的に取り組みます。

３、意見交換会等の開催

建設業界がかかえる多くの懸案事項について、国・県等建設行政関係者

と広く意見交換や情報交換を行い改善に努めます。

（１）官公庁等との意見交換・情報交換会の開催

（２）県立高校進路指導担当教諭等との情報交換会の開催

Ⅵ．広報活動

１、広報活動の推進

建設業界の社会的地位の一層の向上をはかるため、次の広報活動を実施

します。

（１）「建協ねっと」を活用した迅速な情報提供

（２）機関紙「建設みえ」による情報の提供

（３）一般社団法人三重県建設業協会ホームページを充実し、一般の方々

に対し協会概要等の情報を提供

２、建設業イメージアップ活動の推進

社会資本整備を通じて、豊かな県土づくりに貢献する建設業界の役割と

魅力を広く県民に PRするとともに、建設現場見学会及び高校生のインター

ンシップ（就業体験）等を積極的に実施し、建設業に対する理解の増進を

図るとともに、職場環境の整備、建設現場清掃美化活動など建設業のイメ

ージアップ活動に取り組みます。

Ⅶ．表彰・推薦等

１、三重県建築賞の表彰

三重県建築賞は協会会員が施工した建築作品で、優秀な建築物を創作し

た施主および設計者、施工者の努力を評価するため、優秀な建築作品を募

集し、その設計思想や関係者の協力関係の重要性を広く社会に知らしめ、

建築業者の育成と技術力の向上に寄与した建築作品の功績を讃え、施主、
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設計者ともども表彰します。

２、表彰・推選等

（１）総会において建設関係功労者、優良事業場、模範従業員等の表彰

（２）国、県、上部団体等が行う表彰に必要な推薦・上申

（３）優秀施工者大臣顕彰ならびに優秀施工者知事表彰候補者の推薦

（４）その他必要な表彰および推薦

Ⅷ．会議

１、総会、役員会、委員会等会議の開催

（１）通常総会（年１回）

（２）臨時総会（随時）

（３）正副会長会議（随時）

（４）常任理事会（随時・概ね月１回）

（５）理事会（随時・概ね年６回）

（６）監事会（年１回）

（７）常置（総務・労働・土木・建築）委員会（随時）

（８）専門委員会（IT化・建設業活性化ビジョン検討）（随時）

（９）支部事務長会議（随時）

２、関係団体等が開催する会議等への参加

上部団体ほか建設業関係団体が開催する会議等に参加し情報収集に努め

ます

（１）第 59回建設業協会東海四県ブロック会議への参加

（２）一般社団法人全国建設業協会等が開催する各種会議への出席

（３）(一財)建設業振興基金・(財)建設業福祉共済団など関連団体が開催

す

る会議への出席

（４）行政・関連団体等が開催する会議・大会等への参加

Ⅸ．その他事業

（１）会員並びに関係者の慶弔

（２）新年安全祈願祭の挙行

（３）第 16回三重建協懇親ゴルフ大会の開催
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（４）三重県雇用改善推進大会の開催

（５）建設関連団体に対する事業活動の支援

（６）建設関係諸用紙・各種法令関係資料・図書等の販売

（７）建設マニュフェストの販売

（８）一般社団法人三重県建設業協会の事業推進に必要な事業の開催


